
【第1次総合計画での主な取組】
○人・農地プランの策定により、担い手の育成や、農地
集積による効率化と営農規模の拡大を図るととも
に、農作業の受委託と機械・施設の共同利用を推
進しました。
○経営体等の農業用機械や施設整備に対する助成
を行いました。
○エコファーマーを推進するとともに、良質で美味しい
米の産地としての情報発信に努め、経営所得安定
対策の推進と併せて、米の需要に見合った生産調
整を進めました。
○畑作や水田転作における経営所得安定対策と併
せて、トレーサビリティシステム（栽培履歴管理記
録）やＧＡＰ（農業生産工程管理）の推進に取り組
み、安全・安心で質の高い美味しい農産物の生産・
販売体制の確立を図るとともに、足腰の強い農業・
儲かる農業を実現するため、「攻めの農業」を発信
しました。
○用排水施設の長寿命化など、土地改良事業を推
進するとともに、生産施設や集出荷施設整備等の
支援を行いました。
○地域の担い手である認定農業者や集落営農組織
を支援しました。
○新規就農者を支援・育成するため、国の農業次世
代人材投資資金（旧青年就農給付金）等を活用
するとともに、農地や住居などの斡旋から技術指導
に至る支援体制を整備しました。また、地域農業の
即戦力として定年帰農者や女性農業者に対する
支援に取り組みました。
○中山間地を中心に深刻化している農産物の鳥獣
被害に対し、柵の設置などの防止対策を地域との
協働により推進しました。また、中山間地域等の条
件不利地域に対する支援と耕作放棄地対策に取
り組み、安定した農業経営や生産意欲の向上と農
地保全に努めました。

第4章　地域の個性と魅力が輝くにぎわいと活力のあるまちづくり
1　活力に満ちた産業の振興

○グローバル化に対応するため、価格と品質で競争
力のある農作物づくりを推進しました。また、近年の
燃油価格や飼料価格の高騰に対応するため、国・
県の燃油価格高騰緊急対策などの情報提供と活
用を推奨し、施設園芸農家や畜産農家などの生産
意欲の維持・向上に努めました。

○新産業技術推進協議会スマート農業作業部会の
設置により、スマート農業についての調査研究を行
いました。
○信州大学などとの連携により、信州そば、ぶどう、ア
マランサス等の雑穀、桜葉・花、高遠とうがらしをは
じめとする地域特産品の開発を推進し、農畜産物
のブランド化と6次産業化を推進しました。
○やまぶどう「信大Ｗ－３」の生産面積を拡大し、やま
ぶどうワイン「山紫」の醸造、販売を行いました。
〇2017年（平成29年）8月に「信州そば発祥の地　そ
ば栽培振興・伊那産そばブランド化プロジェクト」を
立ち上げました。

○産地ブランドの確立や首都圏、中京圏などの大消
費地に向けた地元農産物のＰＲに努め、立地条件
を生かした販売体制の強化と海外を含む販路の
拡大を図りました。

○新宿の老舗店（新宿高野・三越伊勢丹）及び東京
農業大学と連携した伊那産農産物のＰＲイベントを
開催し、本市及び伊那産農産物の知名度向上と
販路拡大を図りました。

○生産者、販売店などと連携し、学校給食へ地域内
農産物を取り入れ、地産地消や食育の推進など、地
域に根ざした施策に取り組みました。また、グリーン・
ツーリズムなど、地域の特性を生かした体験型観光
農業などの実践により、地域の活性化を図りました。

○市内小学校児童にアルストロメリアの花束を贈呈
するとともに、3年生児童を対象とした花卉生産者
による花育の授業を実施しました。
○伊那市農業振興センターの構成団体と連携し、総
合的連携しな農業の振興に取り組みました。

◆4-1-1　農業
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【施策分野における現状と課題】
○集落営農組織の安定的かつ効率的な運営に向
け、2005年度（平成17年度）から2017年度（平成
29年度）までに20組織が法人化しました。
○農地中間管理事業による農地の利用集積は、県
内において高い実績となっていますが、交付金単
価の低減などにより、事業量が減少しています。
○農家と関係機関の連携により、農薬や化学肥料の
適正使用を徹底するとともに、本市の農業の基幹
である米や標高差を生かした多種多様な販売農
産物の生産履歴の記帳を行い、消費者の信頼に
応える仕組みづくりを推進する必要があります。
○畑は、田と比べ遊休荒廃農地になりやすいため、伊
那北部農業振興会議、伊那市農業振興センターと
連携し、畑作振興策を推進する必要があります。
○2018年（平成30年）産米から米の直接支払交付
金がなくなり、国・県からは生産数量目標値ではなく
目安値が示されることとなったため、生産者の自主
的な判断により、需要に見合った生産を行う必要が
あります。
○2017年度（平成29年度）末現在の認定農業者数
は170人で、農業次世代人材投資資金受給人数は
22人となっています。また、夏秋いちごやりん
ご栽培など、企業の農業経営への参入が進ん
でいます。
○東部地区における農産物の鳥獣被害は、地域で
の防護柵の設置や罠による駆除により、おおむね減
少傾向となっていますが、西部地区では個体数が
増加傾向にあるため、更なる対策が必要となって
います。
○中山間地域等の条件不利地域の高齢化や人口
減少に伴い、農業生産活動の継続が困難になって
きている集落があります。
○社会情勢や農業を取り巻く環境の変化により「伊
那市農業振興地域整備計画」の見直しが必要に
なっています。
○スマート農業については、必要とされる技術導入に
向けた実証計画の策定や、現場での実証事業に
着手しました。

○やまぶどうワインの増産に向け、原材料となるやまぶ
どうの栽培面積の拡大を図り、醸造を行っていま
す。やまぶどうの品質向上と栽培技術の確立、販
路拡大が今後の課題となっています。

○地域で推奨する小麦のハナマンテン等の需要拡
大に取り組んでいます。

○複数年にわたるＰＲイベントの開催により、徐々に伊
那産農産物の認知度を上げてきています。

○行政のサポートに頼らず、生産者が独自に販路を
築いていける体制づくりが必要です。

○信州そば発祥の地、また、有数のそばの産地とし
て、高品質そばの栽培方法を確立し、収量の確保
や伊那産そばのブランド化を進めていく必要があり
ます。
○学校給食に100％地元産コシヒカリを供給したほ
か、学校、保育所への地元産農産物の供給を行っ
ています。
○大型直売所「あじ～な」、とれたて市場、直売所利
用組合、Ａコープ店生産者直売コーナー、地区の
農産物直売施設等では、安全安心な地元農産物
の販売が行われ、地産地消を促進しています。ま
た、みはらしファーム、南アルプスむら長谷等でも地
元農産物や加工品の直売、農業体験等を行って
いますが、経営の安定化に向け、収益を増加して
いくことが求められています。
○花育事業は上伊那管内の他市町村の小学校にも
広がりを見せていることから、引き続き花卉生産者
や他市町村と連携を図り、取組を進めていく必要が
あります。
○農業振興センターの活動内容を明確にしながら、
農家に分かりやすい体制の整備に努め、関係機
関と連携しながら、組織の充実を図る必要があり
ます。
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【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　継続可能な営農と農地集積の推進
○ＪＡ上伊那や関係機関との連携により、認定農業
者や集落営農法人等の経営の安定化、家族経営
の兼業農家の営農継続に向けた支援に取り組
み、地域ぐるみで農業振興、農業生産力の維持
を図ります。

○担い手を育成するとともに、集落営農組織、認定農
業者への農地の集積やスマート農業の推進などに
より、農業の効率化・省力化を目指します。
○農地中間管理事業などを活用し、農地利用集積円
滑化団体等の関係機関と協力しながら農地集積
を進めます。また、国・県事業や市単事業を活用し
て農業用機械・施設の整備を行います。

２　利益のあがる水田農業と畑作農業の振興
○安全安心な農作物を供給するため、ＧＡＰ（農業生
産工程管理）を推進し、消費者に信頼される生産
体制の確立を目指します。また、国の環境保全型農
業直接支払交付金の活用を支援します。

○県による「主食用米の生産数量目安値」の標示を
踏まえ、米の需要に見合った適正生産を行い、水
田フル活用の推進と、水田農業の体質強化を図り
ます。
○西部地区を中心とした畑作地帯における農業収入
の向上や農地の遊休荒廃化の防止に向けた取組
を推進します。

３　担い手・新規就農者の支援育成
○国の補助制度等を活用しつつ、関係機関と連携
しながら認定農業者や新規就農者の支援を行い
ます。
○農業体験研修を通して農業の魅力を伝えるととも
に、就農相談やＪＡインターン制度などの充実を
図り、新規就農者の確保を目指します。また、移
住定住者の多様な形態に応じた新規就農を支援
します。
○地域農業の担い手として、地元農業者との共
存を図る中で、企業の農業経営への参入を支
援します。

４　鳥獣被害対策と農地保全
○「伊那市鳥獣被害防止計画」の中で設定した捕獲
計画数をふまえ、伊那市有害鳥獣対策協議会、上
伊那鳥獣被害対策協議会と連携し、個体数や被
害状況の把握・検証に努め、適確な対策を実施し
ます。
○中山間地域等直接支払制度等に継続的に取り組
むとともに、農地パトロールによる耕作放棄地の把
握に努め、荒廃農地の復活や農地保全の取組を
推進します。

○「伊那市農業振興地域整備計画」の総合見直し
を行うよう検討を進めます。

５　経営コストの抑制とスマート農業の推進
○コスト削減による農業所得の向上と、労働時間短
縮や省力化・軽労化に向けた取組を進め、担い手
不足の解消を目指します。

○ＩｏＴやＩＣＴを利用した先進技術を農業経営に取り
入れ、スマート農業の実現を目指します。

○農業用水の安定確保に向け、土地改良施設の整
備や長寿命化を継続的に推進します。

６　特産品の開発
○やまぶどうワインの増産に向け、原料となるやまぶど
うの品質向上や販路拡大を目指します。
○地域で推奨する特産振興作物の普及に努め、販
路拡大に向けた取組を推進します。

７　伊那産ブランドの確立と販売体制の強化
○地域の特性に応じた作物の振興、生産支援、伊那
産ブランドの確立により、生産者の所得増大を目指
します。
○高品質なそばの栽培や収量確保に向け、地域別
の分析や栽培方法等の確立により、伊那産そばの
ブランド化を進めます。
○首都圏や中京圏など、大消費地に近い立地を生
かし、三遠南信自動車道の整備等も視野に入れる
中で新たな販路の開拓に努め、安定して出荷でき
る販売体制の構築を推進します。
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【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

農業産出額 46億円
2017
（H29）

47億円 2023

新規就農者数 18人
2017
（H29）

100人 2023

備考
（数値根拠）

認定農業者数 170人
2017
（H29）

180人 2023

農地利用集積率 37.4％
2017
（H29）

50％ 2023

遊休荒廃農地面積 240ha
2017
（H29）

150ha 2023

年度数値年度数値

現状値 目標値

８　農業による地域活性化
○学校、保育園の給食に地元農産物を供給すること
により、地産地消や食育の取組を推進します。
○市内直売所における安全安心な農産物の販売を
通じて、地産地消を継続します。また、みはらし
ファーム、南アルプスむら長谷の充実を図り、6次産
業化を推進します。
○花卉生産者及び他市町村との連携を図り、花育事
業の取組を上伊那管内の小学校に拡大します。ま
た、子どもたちに野菜づくりの楽しさを伝える農業体
験等を推進します。

９　伊那市農業振興センターの充実
○農業を取り巻く様々な課題の解決に向け、構成機
関等との連携を強化し、地域農業の総合的な振興
を推進します。

累計

一面に広がるそば畑スマート農業（田植機の自動運転）
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【第1次総合計画での主な取組】
○2016年（平成28年）3月に「伊那市50年の森林（も
り）ビジョン」を策定し、市民参加による社会林業
（ソーシャル・フォレストリー）都市の実現を目指す取
組を推進しました。
〇林業事業体などと連携し、国・県補助事業や長野
県森林づくり県民税を活用した森林整備に計画的
に取り組みました。
○林業経営の合理化に向け、林道網や生産流通基
盤の整備を推進するとともに、高性能林業機械の
導入などにより、生産性の向上に努めました。

○森林の持つ公益的機能を維持していくため、治山・
治水事業を推進するとともに、高山帯でのニホンジ
カによる食害対策を実施することにより、森林環境
の保全を図りました。
○農林産物への野生鳥獣による被害低減に向け、地
域や猟友会と連携し、捕獲などの対策に取り組み
ました。

○再生可能なエネルギーとして、間伐材などを使った
木質ペレットや薪などの活用を促進し、ペレットボイ
ラー・ストーブ、薪ストーブなどの導入に対する支援
を行いました。
〇公共施設への地域産材の活用促進を図るととも
に、地域産材を利用した住宅等への補助を行いま
した。
〇出生祝い品として木のおもちゃを配布する取組や
学校の机の天板への地域産材の活用を通じて、
木育を推進しました。

○市民や地域づくり団体などとの協働により、里山整
備を推進するとともに、森林を活用した環境学習や
都市との交流事業を推進しました。

◆4-1-2　林業

【施策分野における現状と課題】
○林業採算性の低下、木材価格の低迷などにより、
森林・林業に対する市民や森林所有者の関心が
薄れる中、森林所有者や境界の不明な山林が増
加し、手入れが行き届かない森林が増えています。
○森林は、災害防止機能、二酸化炭素の吸収による
地球温暖化防止機能、水源のかん養や保健休養
の場など、公益的機能が高いため、将来にわたっ
て保全し、育てていく必要があります。
○緑豊かな生活環境を維持するため、林道などの基
盤整備や適正な森林施業、間伐材を含めた木材
の活用など、森林の公益的機能の向上、保健休養
の場、自然環境教育の場として総合的な活用を図
るとともに、森林の循環を基本とする林業振興施策
を推進していく必要があります。

○シカ、サル、カラスなどの有害鳥獣による林業被害
や、病害虫（松くい虫）による林業被害は、依然とし
て深刻な状況にあるため、引き続き被害防止に向
けた対策が求められています。
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【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　計画的な森林整備の推進
〇「伊那市50年の森林（もり）ビジョン」で掲げる「山
（森林）が富と雇用を支える50年後の伊那市」を理
念として、ビジョン実行計画に沿った取組を推進し
ます。
〇伊那市50年の森林（もり）ビジョンを実現させるた
め、市民団体等との連携を図りながら、市民の積極
的な参加を促すとともに、市民が担う目標達成に向
けた取組を推進します。
〇長野県森林づくり県民税や国において導入される
森林環境譲与税などを活用し、森林整備を推進し
ます。

２　林業の振興
〇人材の育成、林業と木材産業の連携、地域材の活
用、木質バイオマス（薪・ペレット）の利用促進などの
取組により、森林の生産力と林業経営の収益性の
向上を目指します。
〇林業成長産業化地域創出モデル事業により、所有
者や境界不明森林等に対応する新たな森林管理
システムを構築し、森林資源の循環利用に向けた
取組を推進します。
〇森林や農地などの地域資源を一層有効に活用し、
林業と農業に境なく取り組むことにより、従事者の所
得向上も期待できることから、農林業の連携を推進
します。

３　治山治水事業の推進
〇山地保全が必要な森林等のゾーニングに基づき、
山地保全対策（治山事業・砂防事業）に取り組むと
ともに、森林機能の向上を図るため、間伐等の森林
整備を推進します。

４　森林被害防止対策の充実
〇松くい虫対策については、守るべき松林、被害防止
区域を特定し、活用すべき松林については、更新
伐や樹種転換策を推進するなど、松くい虫被害の
拡大を最小限に抑える取組を進めます。

〇松くい虫対策協議会において、ドローン等を活用し
た松くい虫早期感染木調査などの効果的な対策
について検討を行い、被害防止に向けた対策を強
化します。

〇ニホンジカ、サル、カラスなどの鳥獣被害について
は、猟友会と連携した取組を進め、被害拡大を抑
制するとともに、猟友会員の負担軽減に向け、研究
を進めます。

５　森林資源活用の推進
〇公共建築物の整備において、地域材の活用を推
進するなど、地域産の木材を地域内で使う仕組み
づくりを進めます。
〇民間における地域材の利用拡大を図るため、工務
店、建築士、他産業による連携を促進します。

〇木質ペレット、薪を中心とした木質バイオマスの普
及や利活用の推進に取り組み、市域の木材生産
量や利用量の拡大に努めます。

６　森林環境学習の推進
〇生物多様性の保全・向上を図るため、子どもから大
人までの市民参加型による里山保全活動等を推
進します。

〇学校林や地域の森林などを活用した森林環境教
育を推進します。
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林野面積（平成27年農林業センサス）

国有林
緑資源機構
公有林
私有林

単位：ha

国有林
36%

緑資源機構
5%公有林

16%

私有林
43%

合計
52,522

【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

民有林における
森林経営計画の作成割合

18.9％
2016
（H28）

60％ 2023

民有林からの素材生産量 33,087㎥
2016
（H28）

42,000㎥ 2023

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値
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【第1次総合計画での主な取組】
○中小企業者・小規模事業者が行う新技術開発事
業や産学官共同開発事業への支援施策を実施
するとともに、市内企業の連携による地域資源を活
用した製品開発事業「製造業ご当地お土産プロ
ジェクト」への支援を行いました。
○中小企業の経営改善や技術指導のために、元気
ビジネス応援隊の活用を促し、環境改善を目的とし
た国際規格等の取得に対する支援などを通じて、
企業の経営支援を行いました。

○高度な知識や技術力を持った人材を育成するた
め、商工会議所、商工会や上伊那産業振興会など
と連携して、元気ビジネス応援隊アドバイザーの確
保、長野県南信工科短期大学校の開校及び運営
に協力しました。
○長野県南信工科短期大学校では、教育課程にお
いてデジタルモールドを世界で初めて取り入れま
した。

◆4-1-3　工業等

【施策分野における現状と課題】
○企業から情報収集を行い、企業の抱える課題解決
に向けた取組が必要となっています。
○「ものづくり産業の拠点」としての優位性をＰＲし、販
路拡大を図るため、工業技術ガイドなどによる情報
発信が重要となっています。
○元気ビジネス応援隊による企業支援は、本市単独
から上伊那地域全域に範囲を広げて実施してお
り、徐 に々活動が広がっています。
○2016年（平成28年）4月に開校した長野県南信工
科短期大学校に対する市内企業の期待は、非常
に大きなものがあります。さらには、建設業関係者か
ら土木や設計分野の創設を要望されています。

○生産技術力の向上を図るため、技能訓練への事
業者ニーズの把握が必要です。

○市内のコワーキング施設は数が限られ、テレワーク
による働き方改革が遅れつつあります。
○ＩｏＴやＡＩの導入に対しては、企業によって温度差
があります。
○ドローンや自動運転等の新技術や新産業への対
応が必要です。

【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　企業の持続的な発展を支える基盤強化
○受注・販路拡大を目指すため、展示会への出展
等を通じて、市内企業の優れた技術力を広く発信
し、ものづくり産業の拠点としての優位性をＰＲし
ます。
○ＩｏＴを活用した生産活動の効率化と新たな産業の
創造を推進します。

２　中小企業の経営支援
○元気ビジネス応援隊による技術、経営指導を行うこ
とで経営改善、新商品開発等へつなげ、活力ある
ものづくり、企業づくりに努めます。
○製造業や建設業が実施する設備投資や人材確
保対策等を支援することで、事業者の生産性向
上、事業環境改善を図ります。
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千万円工業の推移

事業所数 製造品出荷額等

【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

粗付加価値額 679億円
2016
（H28）

712億円 2023

製造品出荷額等 1,595億円
2016
（H28）

1,675億円 2023

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

３　産業人材の育成と確保
○地域内企業の魅力の紹介やキャリア教育を通じ
て、次世代の地域のものづくり産業を支える若者の
育成・確保を図ります。
○中小企業者・小規模事業者に対し、長野県南信工
科短期大学校による在職者訓練や大手企業、上
伊那産業振興会が開催する研修プログラムへの
参加を促し、伊那商工会議所や伊那市商工会と
連携して、人材の育成と確保対策を図ります。
○長野県南信工科短期大学校卒業生の地域就職
率を向上させるため、補助金等の支援策を講
じます。

○技能訓練参加へのニーズ調査を実施し、希望に合
致した研修プログラムの情報提供を行うとともに、南
信工科短期大学校等へ新たなプログラムの実施
について働きかけを行います。

４　成長分野産業の支援等
○次世代産業の研究と働き方改革などによる地方で
の仕事を推進し、リスク分散都市を根付かせます。
○ＩｏＴやＡＩ、ロボットなどの新技術、ドローンや自動運
転による新産業への取組を支援するとともに、ノウ
ハウを持った人材の育成に取り組みます。
〇中心市街地の活性化を含め、空き店舗を活用した
コワーキングスペースの設置を支援します。
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【第1次総合計画での主な取組】
○優良企業を誘致するため、企業訪問による積極的
な誘致活動を行うとともに、産業用地取得補助金
や成約報酬制度などの助成制度を創設し、産業用
地の早期売却に努めました。
○既存企業の市外への流出を防止するため、企業
訪問による課題や要望の把握に努め、助成制度の
創設や、課題解決のサポート、用地の提供など、既
存企業の支援を行いました。

○企業の取得要請に迅速に対応するため、所有する
産業用地の適切な維持管理に努めました。

○企業誘致リーフレットや専用ホームページの改訂、
Ｗｅｂ広告の掲載により、効果的な情報発信に努め
るとともに、関係機関と連携を図り、積極的な情報
収集を行いました。

◆4-1-4　企業誘致・企業留置

【施策分野における現状と課題】
○本市における製造業の事業所数や製造品出荷額
は、年々減少傾向にあります。また、製造業事業
所数や従業員数、製造品出荷額や粗付加価値額
は、人口や面積規模で比較した場合、郡内市町
村の中でも下位であることから、新たな企業の誘
致や成長支援が求められています。
○働く世代の減少や都市圏への人口集中により、全
国的に深刻な人手不足となっています。企業誘致
により、企業の撤退や廃業などで失われた雇用
や生産能力を取り戻すことが重要となりますが、
企業は、人材の確保できない場所には立地し
ないため、人材の確保が大きな課題となって
います。

○用地の整備から提供までに最短2年程度が必要と
なることから、「産業立地基本方針」では、5万㎡を
目安にストック用地を常時確保することとしていま
す。これまでの用地提供は、市内、郡内企業の地元
企業に対するものが約8割を占めており、手狭や事
業拡大等で、土地を必要とする時に、希望する面
積をすぐに提供できたことが市内への立地につな
がりました。今後も地元企業の土地需要が予想さ
れますが、ストック用地が不足していることから、先
を見越した準備をするため、新たな産業用地の整
備が必要となっています。

○全国の企業の目に留まる効果的なＰＲをしていくこ
とにより、企業誘致に結びつける必要があります。

【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　誘致の充実
○本市が有利とする農林業や自然環境を生かした
産業間の連携を推進するため、健康、医療及び食
品関連産業等の内需型産業の誘致及び、新エネ
ルギー関連や先端技術産業、情報産業や研究開
発型企業の誘致に努めます。
○新たな職種や雇用の創出、地域の活性化に資す
る企業の事業所やサテライトオフィスを誘致するた
め、関係団体と連携して情報収集や情報発信を行
い、積極的な企業訪問に取り組みます。
○企業誘致、企業留置及び創業支援を通じて、外か
ら継続してお金を稼ぐ力を向上させ、地域に長く循
環して産業全体から安定した税収を確保すること
により、持続可能な社会の形成を目指します。

２　留置の推進
○既存企業の廃業や市外流出による地域経済の弱
体化を防止するため、企業訪問等によるこまめな状
況把握に努めるとともに、企業の成長と発展に向け
た支援を行います。

３　産業団地の確保、団地整備
○企業の産業用地の取得要望に迅速に応えるため、
新たな用地を選定し、早期確保に努めるとともに、
企業にとって魅力ある助成制度や周辺道路、上下
水道等のインフラ整備を行い、優良企業の早期誘
致に向けた取組を推進します。
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Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

立地数（件） 1 10 4 1 4 2 1 1 1 2 2 3 4

立地数累計（件） 1 11 15 16 20 22 23 24 25 27 29 32 36
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立地企業数の推移
単位：件

立地数累計

【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

立地企業数 36社
2017
（H29）

43社 2023

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

４　情報発信の強化
○災害が少なく、企業にとって安心な地域であること
をアピールしていくとともに、全国の企業の目に留ま
るリーフレットやチラシの作成、専用ホームページの
質の向上などに取り組み、企業誘致に結びつく、よ
り効果的な情報発信に努めます。
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【第1次総合計画での主な取組】
○中心市街地商店街の商店主を中心とする「伊那ま
ちの再生やるじゃん会」が組織され、中心市街地の
にぎわいの創出につながる自主的な取組が活発化
しました。
○商店街の活性化を目的としたイベントの開催や情
報発信に取り組みました。また、空き店舗を活用して
出店した事業者に対する支援を行いました。
○小規模事業者に対する経営指導など、経営の安
定化に向けた取組を推進するとともに、経営を支援
する制度資金の充実に努めました。

○まちのにぎわいの創出に向け、「井上井月」「ローメ
ン」「ソースかつ丼」「そば」など、地域の歴史・文化
や食を通じた取組を推進しました。
○「とことこイーナちゃん」など、完全地産による新たな
ご当地土産品の開発を支援しました。

◆4-1-5　商業・サービス業

【施策分野における現状と課題】
○中心市街地の商店街は、店舗経営者の高齢化や
後継者不足により、空き店舗が増加しています。
○幹線道路沿線や郊外への大型量販店の進出、イ
ンターネットによる買い物の普及、コンビニエンススト
ア利用者の増加など、消費者の購入形態やライフ
スタイルの多様化に伴い、中心市街地商店街では
買い物客が減少し、賑わいが失われつつあります。
○多様化する消費者ニーズに対応するためには、個
店の機能強化や小売店経営の近代化が求められ
ています。
○自動運転、ドローンを活用した宅配や移動販売な
ど、新産業技術による新たな物流サービスを活用し
た商業の可能性の創出に向け、実証実験が行わ
れています。

○市内全事業所数のうち、約6割を占めるサービス業
は、市民生活との関連も深く、地域経済において重
要な役割を担っていますが、人口減少に伴う需要
密度の低下により、個人サービス業の低迷が予想
されます。
○地域の歴史・文化資源、農業特産物など、地域の
特色を生かしながら、商業・サービス業の活性化を
図ることが重要です。

○自然環境や地域が持つ固有のブランド力の活用に
より、「まちの賑わい」につながる取組が求められて
います。

【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　中心市街地の活性化と
　  愛される商店街づくりの支援
○中心市街地の空き店舗等を新たな地域コミュニ
ティの場として多目的な用途に活用していくなど、
中心市街地の維持・活性化に向けた取組を推進
します。
○商工団体をはじめ、中心市街地の活性化を目的に
活動する団体と連携し、個性的で魅力的な市街地
の形成に努めます。

○観光客やインバウンド等、市外から訪れる人の中心
市街地への積極的な誘導とインバウンドの受入れ
環境の整備に向けた取組を推進します。

○商工団体と連携し、商店街の自助努力を促進する
とともに、個店の魅力を高めるための支援や指導を
強化します。
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【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

「伊那市中心市街地活性化基本計画」に

より指定された区域が含まれる地区（山

寺・坂下・荒井・西町・中央）の卸売業・小売

業の店舗数

329店舗 2014
（H26）

310店舗 2023

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

地元滞留率 85.7%
2015
（H27）

86% 2023

市内の卸売業・小売業の店舗数 852店舗
2014
（H26）

810店舗 2023

２　経営支援の充実
○多様化する消費者ニーズに対応できる経営の近
代化と人材育成に努めます。

○商工団体、金融機関など、創業支援機関との連携
により、新たな商業・サービス業の起業を促進すると
ともに、事業承継、第2創業など事業所の継続経営
のための取組を支援します。

３　地域資源の活用
○地域の資源や特性を生かした多様な商業・サービ
ス業の育成・支援により、賑わいのあるまちづくりを
推進します。

○「信州そば発祥の地」「アルプス」「桜」などの観光
資源に加え、農林産物を活用した農林商工観連
携による新たな事業への進出や起業など、意欲的
な取組を支援します。
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【第1次総合計画での主な取組】
○伊那市新産業技術推進協議会（以下この項で
「協議会」という。）を設置し、新産業技術を活用し
た地域課題解決のための処方箋となる「新産業技
術推進ビジョン」を策定しました。
○協議会にテーマ別の専門部会を設置し、農林
業や教育への新産業技術の活用に向け、先進
技術のデモンストレーションや実証実験を実
施しました。
○国や大学などの関係機関と連携し、物流における
ドローンの実用化や自動運転サービスの社会実装
に向けた実証実験に取り組みました。

○幅広い活用が見込まれるドローンについては、「ド
ローン・フェス in INA Valley」を開催し、山林にお
ける獣害対策のための鹿検知コンペティション、最
先端ドローン技術のデモンストレーション、新産業技
術の推進に向けた市の取組姿勢を全国に発信し
ました。
○経済産業省の「地方版ＩｏＴ推進ラボ」への認
定、総務省信越総合通信局の「信越情報通信懇
談会」への加入を通じて、新産業技術の活用事
例の情報収集や市の取組状況の情報発信に努め
ました。

◆4-1-6　新産業技術

【施策分野における現状と課題】
○農林業では、従事者の高齢化、深刻な人手不足、
後継者の減少、農地や森林の荒廃化が進んでい
るため、市場における消費低迷や価格低迷、安い
輸入品の台頭などが課題となっています。また、生
産性の向上や作業の効率化による採算性の向上
が求められています。
○製造業では、産業従事者数の減少によるものづくり
人材の不足、後継者の不足が課題として挙げられ
ます。また、グローバル化の進展等、外部環境の変
化による企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点の
統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も
懸念されています。
○商業・サービス業では、人口の減少や高齢化により
消費力が低下している中で、郊外大型量販店の進
出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。
また、商業・サービス業従事者の高齢化も課題と
なっています。
○観光業では、優れた観光資源や地域資源を保有
しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足に
よる経営基盤の弱体化が顕在化しています。ま
た、観光客ニーズへの細やかな対応が求められて
います。

○様々な課題に対応するため、いずれの産業におい
ても、企業や事業者の新産業技術に対する期待は
高まっているものの、導入に当たっての情報や知
識、人材が不足していることなどから、導入に踏み
切れない状況が見られます。

○産業の活性化を下支えすべき行政面では、財政健
全化の取組の成果が表れていますが、今後も幹線
道路や教育関連施設の整備など、大きな財政負担
を伴う事業を進める必要があるため、健全財政を
維持しつつ、持続可能な行政サービスの提供に努
める必要があります。
○高齢化の進行に伴い、医療、介護サービスの確保
を図るとともに、次代を担う子どもたちに対しては、
新学習指導要領に対応した学習環境を提供する
必要があります。
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【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

既存産業分野での新技術
を活用した施策数、または

支援した企業数
＿

2017
（H29）

25 2023

備考
（数値根拠）

新産業技術推進
ビジョンにおける
5か年の累積目標

年度数値年度数値

現状値 目標値

【第２次総合計画における施策と展開方針】
１　既存産業の活性化と新しい産業の創出
○ものづくり産業におけるセンサー技術の活用等によ
る生産性の向上、農林業における機械のロボット化
等による作業の効率化、商業におけるデータの活
用等による営業力の向上、観光業における効果的
な情報発信など、新産業技術と既存産業の強みを
掛け合わせることにより、本市の産業における事業
力、競争力の強化を目指します。
○ものづくり企業連携や、農林業と食品加工業連
携など、多様な業種の強みを複数組み合わせ、新
たな付加価値を創出する手段として新産業技術
を活用し、新しい産業・事業を生み出すことによ
り、幅広い年齢層における雇用機会の創出に取
り組みます。

２　住みよさの向上と行政サービスの拡充
○地域課題の解決に向け市民生活におけるニーズ
を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービスを円
滑に提供する手段として、新産業技術の活用を図
ります。
○新産業技術の活用により、行政業務の効率化やコ
スト削減、また、新たなニーズに対応する行政サー
ビスの提供や拡充に向けた取組を推進します。

３　新産業時代の人材育成
○地域経済の活性化を図り、将来にわたり維持して
いくため、学校教育及び社会人教育を通して、グ
ローバル化、情報化社会に向けた21世紀型スキル
を持つ新産業時代の人材育成に取り組みます。
○ＩＣＴ教育の推進により、ＩＣＴの特性や強みを主体
的、対話的で深い学びの実現に繋げるとともに、興
味や関心に応じた自立的な学びを学校、家庭、地
域の中でシームレスに提供できる環境の整備を目
指します。

○産学官の連携により、社会の変化への適応力や社
会の変化を捉えた創造力を持つ人材の育成に取り
組みます。

ドローンによる物流実証の様子

80

Ⅲ　

基
本
計
画

第
4
章　

地
域
の
個
性
と
魅
力
が
輝
く
に
ぎ
わ
い
と
活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り



【第1次総合計画での主な取組】
○雇用の場の確保につながる優良企業の誘致を推
進するとともに、企業の経営安定や事業拡大など、
雇用促進につながる取組を支援しました。
○若者の雇用機会の創出や人材育成に取り組む市
内企業を支援するとともに、若年無業者の就職支
援として、個別相談会「ミニジョブカフェ」を定期的
に開催しました。
○高齢者・障害者の雇用に関する各種制度の周知・
啓発に努めました。
○関係機関との連携により、ワーク・ライフ・バランスの
実現に向け、働き方の見直しを促進するとともに、職
場環境の改善につながる研修の支援を行いまし
た。また、増加傾向にある派遣労働者等の正社員
転換について、事業主への働きかけを行いました。

2　生活の基盤となるしごとの創出

○長野県南信工科短期大学校の学生と地元企業と
の交流を支援し、地域の人材が地域の企業で活
躍できる風土づくりに取り組みました。

○勤労者の生活資金融資制度の充実に努めるととも
に、伊那地区労働衛生大会などを通じて、労働者
の健康障害防止のための取組を推進しました。

◆4-2-1　就労・雇用

【施策分野における現状と課題】
○上伊那管内の有効求人倍率は1倍を超える高い
水準が続いている一方、人口の減少、若者の都市
圏への流出など、労働力人口の減少が急速に進
んでいます。
○上伊那地域若者人材確保連携協議会との連携に
より、学生の就職活動を支援していますが、最近の
就職活動では、学生優位の「売り手市場」を背景
に、都市圏企業の採用意欲の高まりや学生の大企
業志向などにより、地元中小企業の人材確保を取
り巻く環境は深刻な状況となっています。
○進学により市外へ転出した学生のＵターン割合は、
男性に比べ、女性が低い状況にあります。
○市外へ転出した学生が、地元企業を就職先として
選択できるよう、効果的な制度設計や情報発信を
行っていく必要があります。

○長野県の出先機関である「ジョブカフェ信州」との
連携により、就職に悩みを抱えた若年無業者などを
対象として、就業に関する個別相談会を定期的に
開催しています。新規学卒者の職場への定着や、
早期離職の防止に向けた取組をはじめ、若年無業
者の働く意欲を喚起するなど、自立を促す取組が
必要です。

○高齢者人口の増加に対応するため、高齢者の就
業機会を確保し、拡大していく必要があります。ま
た、上伊那管内の企業における障害者の実雇用
率の引き上げに向け、事業主の障害者雇用に対す
る理解を深めていくことが必要です。
○育児休業や介護休業などを容易に取得できる就
業環境が求められています。

○派遣労働者など正社員以外の雇用形態が増加傾
向にあり、上伊那管内の新規求人全数に占める正
社員の割合は、県平均を下回る水準で推移してい
ます。
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○技術革新の急速な進展に対応するため、高度な知
識と技術力を持った人材の育成・確保が必要と
なっています。
○中小企業においては、退職金制度や共済制度、福
利厚生事業などの諸制度の整備・充実が求められ
ています。

○仕事や職場生活に強いストレスを感じる労働者が
増加していることから、労働者のメンタルヘルス対
策は、労働安全衛生上の重要な課題の1つとなっ
ています。

【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　雇用機会の確保
○労働力の確保を図るため、Ｕ・Ｉターンを含む新卒者
などを対象にした就職活動を支援するとともに、就
職に関する積極的な情報の発信に努めます。

○既存企業の育成、優良企業の誘致をはじめ、新た
な雇用を生み出す可能性を有するＩＣＴ産業などの
育成、誘致に取り組みます。

２　人材確保のための支援
○産学官民連携により、地元就職、地元定着につな
がるキャリア教育を推進するとともに、インターンシッ
プなど、学生と企業との接点づくりを支援します。
○若者の地元定着を推進する中で、特に女性のＵ・Ｉ
ターンに向けた取組の充実を図るとともに、ワーク・ラ
イフ・バランスの実現や仕事と子育ての両立など、
若者にとって働きやすい就業環境づくりに取り組む
企業の活動を支援します。

３　若年労働者への支援
○関係機関との連携により、相談体制の整備やカウン
セリングの充実に取り組み、若年無業者の就業意
識の形成や自立を支援します。

４　高齢者・障害者の雇用促進
○高齢者や障害者の能力を活用した雇用機会の創
出について、企業へ働きかけを行うとともに、高齢者
や障害者が就業しやすい環境、労働条件の整備
に取り組む企業を支援します。

５　男女の均等な雇用確保
○結婚、出産、子育て、家族の介護など、それぞれの
ライフステージに応じた働き方を選択できるよう、企
業側の雇用形態の多様化を促進するとともに、就
業環境の改善に向けた取組を支援します。

６　非正規雇用労働者等への支援
○非正規雇用労働者等の雇用の安定や処遇の改
善を図るため、正規雇用への転換について事業主
へ働きかけを行うとともに、非正規雇用労働者等が
意欲をもって働ける社会の実現を目指します。

７　人材育成への支援
○職業訓練教育を行う長野県南信工科短期大学校
との連携により、若年技術者の育成、在職者のスキ
ルアップ、教育カリキュラムの拡充など、地域産業の
将来を担う人材の育成・確保に努めます。

○地域経済を担う人材の育成に向け、企業における
技術研修、能力開発、技能者の養成など、職業教
育の実践や研修の取組を支援します。

８　勤労者福祉の充実
○生活資金融資や共済制度の奨励などを通じ、勤労
者の生活向上と福祉の増進を図ります。

９　安全な職場づくり
○労働基準監督署などの関係機関と連携し、勤労者
の心身両面における健康の確保を図るとともに、安
全意識の醸成や快適で安全な職場環境の形成に
向けた取組を促進します。

82

Ⅲ　

基
本
計
画

第
4
章　

地
域
の
個
性
と
魅
力
が
輝
く
に
ぎ
わ
い
と
活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り



【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

従業員43.5人以上の市内民間企業
による障害者の実雇用率

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

就業者数

＿ ＿ 2.3% 2023

34,567人
2014
（H26）

34,500人 2023

市内企業の正規雇用率 63.2％
2014
（H26）

70％ 2023

合同企業説明会
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【第1次総合計画での主な取組】
○ベンチャー企業を育てる創業支援センターを運営
するとともに、市内への独立を促す助成制度を創
設し、起業家の支援を行いました。
○「伊那市創業支援連絡会議」を設置し、商工団
体、金融機関、税理士等関係者との連携により、起
業・創業につながる新たな仕組みや支援策の研究
を行いました。

○産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」
の認定を受け、創業支援機関との連携により、円
滑・適切な創業支援に取り組みました。

◆4-2-2　起業・創業支援

【施策分野における現状と課題】
○市内での起業は、小売業やサービス業が多く、新
たな産業分野への起業は極めて少ない状況にあ
ります。
○近年では、シェアハウスやゲストハウスといった業態
も見られるようになっています。

○地域産業の活性化を図る上で、若者や女性などに
よる起業を促進していく必要がありますが、起業に
対して慎重な傾向が見られます。また、Ｕ・Ｉターンに
つながる新たな産業の創出や誘致が求められてい
ます。

【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　起業・創業支援による雇用促進
○市内での起業・創業を促進するため、Ｕ・Ｉ・Jターン
者など意欲ある起業希望者を呼び込むことにより、
自らが仕事をつくり出すことのできる環境づくりに取
り組みます。
○若者、女性、シニア層など、幅広く起業マインドを
醸成するため、起業に関する教育の実践やセミ
ナーの開催、融資制度の充実などの支援に取り
組みます。
○事業承継に向けた有効な支援策や制度について、
研究を進めます。
○「伊那まちの再生やるじゃん会」などの関係団体と
連携し、中心市街地で開催される「朝マルシェ」な
ど、おためしで気軽に出店できる機会を創出する取
組を支援します。
○起業希望者の思いを「かたち」にするため、商工
団体による創業スクール等の開催を支援するとと
もに、経営指導員によるサポート体制の強化を図
ります。

２　新たな産業の創出による雇用促進
○農林商工観連携により、地域の特色ある農産物や
観光資源を活用した新たな産業の創出に取り組
み、雇用の場の確保に努めます。
○市内への独立創業や新たな産業の創出による経
営の安定化や拡大など、雇用の創出につながる起
業家の取組を支援します。

３　創業支援の充実
○起業家へ民間施設や空き工場、空き事務所等を紹
介し、創業をサポートするとともに、創業支援施設の設
置や支援体制の整備等について、研究を進めます。

○都市圏に拠点事務所を有する企業のサテライトオ
フィスの誘致を進め、地元企業とのネットワークを構
築することにより、地域産業の活性化を促進しま
す。また、雇用の確保につながる新たな事業活動を
積極的に支援します。
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【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

商工団体の開催する
創業塾等参加者数

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

市の補助金を活用して
起業した件数

41人
2017
（H29）

45人 2023

44件
2017
（H29）

67件 2023
2006年度

（平成18年度）
からの累計

パノラマオフィス伊那
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【第1次総合計画での主な取組】
○南アルプス世界自然遺産登録やジオパーク、ユネス
コエコパーク登録に向けた取組を推進しました。 
○市民参加型の観光体制を構築するため、市民ボラ
ンティアガイドの新規受入や既存ガイドの育成を行
うとともに、市民の「おもてなしの心」の醸成に努め
ました。
○麺街道フェスタなどのイベントを通じ、「信州そば発
祥の地　伊那」の積極的なＰＲを行うとともに、そば
店やそば打ち愛好者、生産者有志によるそば振興
会の設立を支援しました。
○農業体験等の体験型要素を取り入れた農家民泊
の利用促進に努めるとともに、国内外からの教育旅
行やアジア諸国を中心としたインバウンドに対応す
るため、受入態勢の整備等を行いました。

3　おもてなしの心による賑わいの創出と魅力発信

○中央アルプス、南アルプスにおける登山道整備、案
内標識設置、山小屋の建設（西駒山荘、塩見小
屋）を行うとともに、2次交通を整備・拡充することに
より、山岳観光の充実を図りました。
○映画やドラマ、プロモーションビデオ、ＣＭなど、市内
での撮影を支援する「伊那谷フィルムコミッション」
を設置し、映像を活用した観光情報の発信を図りま
した。

◆4-3-1　観光

【施策分野における現状と課題】
○既存の観光素材を最大限に活用し、魅力ある観光
の仕掛けづくりと観光誘客宣伝事業を積極的に進
め、リピーターを増やし、観光消費額を拡大していく
ことが課題となっています。また、通過型観光から
滞在時間と訪問回数の増加につながる着地型・体
験型観光への転換に取り組む必要があります。
○日本ジオパーク、ユネスコエコパークの取組など、
観光振興につながる事業との連携が求められて
います。
○観光には、地域のイメージアップにつながる幅広い
効果が期待されるため、観光に対する市民の理解
と意識の高揚を促すとともに、おもてなしのこころの
醸成とアテンダントへの取組を推進していく必要が
あります。
○伊那谷、木曽谷、諏訪圏域などの広域連携先との
地域間交流によるメリットを有効活用して、観光客
を本市に導き、経済効果を波及させる仕組みづくり
が求められています。

○農家民泊の充実に向け、教育旅行などの販路を拡
大していくためには、大口の団体の受入れに対応
できる農家数の確保が課題となっています。また、
近年急増するインバウンドに対応するため、農家へ
の教育の充実が求められています。
○広域的かつ効果的な観光誘客を図るためには、行
政、各種観光業団体が一体となってＰＲ活動や誘
客活動を推進していくことが必要です。

○限られた財源の中で観光関連施設の利便性向上
や長寿命化に向けた改修・整備を行っていくために
は、長期的な視点に基づく総合的な維持・管理計
画を立案することが必要です。

○2次交通の利用者増加に向けた利用促進活動と
広報活動を検討していく必要があります。

○外国人を含む多様なニーズに対応したホームペー
ジを構築することや、各種情報媒体、ＳＮＳを活用
し、魅力ある情報を効果的かつ的確に発信してい
くことが重要です。
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【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　観光資源の構築と有効な活用
○体験型観光を受け入れるための体制づくりに取組
み、経済効果の高い滞在型観光など戦略的な観
光施策を推進し、観光人口の増加を図ります。
○市内の多様な観光資源を生かし、新たな観光サー
ビスにつながる商品、企画の提供を行います。
○二つのアルプスの魅力を発信するとともに、入笠
山や鹿嶺高原などの里山の魅力もあわせて発信
するなど、山岳高原観光を推進します。また、日本
ジオパークに認定され、ユネスコエコパークに登
録されている南アルプスの貴重な観光資源を大
切にし、次世代に引き継ぐとともに、積極的な活
用に努めます。

○天下第一と称される高遠城址公園の桜をはじめ
として、伊那公園、春日公園や市内各所の桜を
「日本一の桜の里」として整備し、観桜期に訪れ
る多くの観光客をお迎えする体制づくりを構築し
ます。また市内の観光施設とも連携した誘客事業
を展開します。
○「信州そば発祥の地　伊那」のさらなる情報発信
を行い、そばによる伊那ブランドの向上を図ります。

２　おもてなしの心の醸成
○観光産業の重要性を意識して、市民の観光への
理解と意識の高揚を促し、観光以外の目的で訪れ
た方々に対しても、おもてなしの心でお迎えするな
ど、「市民アテンダント」の取組を推進します。
○（一社）伊那市観光協会と連携し、ボランティアガイ
ドの育成と充実を図り、市民団体活動の支援を通
じて、市民参加型の観光体制を構築し、観光客の
満足度向上をめざします。

３　広域連携及び広域観光の推進
○さらなる相乗効果を発揮させるため、飛騨路、木曽
路、伊那谷、諏訪圏域、三遠南信などの圏域や県
の枠を越えた広域連携に取り組むとともに、より一層
の地域間交流の推進を図ります。
○2018年度（平成30年度）に組織された上伊那版Ｄ
ＭＯ「長野伊那谷観光局」と連携を図り、上伊那管
内の市町村にあるさまざまな素材をつなげることに
より、広域観光を推進します。
○旧市町村で古くから培われてきた地域の祭事や伝
統行事などの文化を継承し、地域の絆を深めてい
きます。

４　観光客の需要の把握と対応
○マーケティング調査や旅行関係者へのヒアリング調
査など、インバウンドも含めた観光客の需要の的確
な把握に努めます。
○本市の自然を生かした「エコツーリズム」や農業体
験を実践する「グリーン・ツーリズム」などのプログラ
ムを推進し、サービスの充実を図ります。

５　農家民泊・インバウンドの推進と充実
○農家民泊を中心とした国内教育旅行の販路拡大
と受入れ農家数の拡大、特に大口団体客の受入
れに対応できる体制の構築に努めます。
○近年、教育旅行を含めたインバウンドが増加してい
る中、インバウンドに対する教育を推進し、受入態勢
を整備します。
○収穫などの各種農業体験を通じ、本市ならではの
農産物の魅力を発信するとともに、観光素材の魅
力と結びつけた農観連携を推進します。

○アジアをはじめとする諸外国へのインバウンド事業
のプロモーション推進のため、（一社）伊那市観光
協会と連携します。
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【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

観光消費額

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

観光地利用者延べ数

3,329
百万円

2016
（H28）

3,495
百万円

2023

177万人
2016
（H28）

185万人 2023

ボランティアガイドの養成 41人
2017
（H29）

50人 2023

5週連続そばイベントの
提供食数

13,734食
2016
（H28）

14,000食 2023

農家民泊を伴う教育旅行来校数 27校
2018
（H30）

35校 2023

5％増加目標

5％増加目標

勝間の大聖不動明王

６　官民連携による受入れ体制の整備
○「産業観光」という新たな分野を担うため、農商工
観の連携を図ります。

○観光客誘客の際の、民間と行政の役割分担を明
確にし、市民・市民団体を含めた連携を強化し、市
全体で歓迎する体制づくりに努め、地域のにぎわい
や活性化につなげます。
〇観光推進主体の役割を明確にし、効果的な事業
推進体制の構築を目指します。

○行政、団体だけの活動ではなく、広域的かつ
効果的な広報と誘客を図るため、行政、各種観
光業団体が一体となってのＰＲ活動、誘客活動を
行います。

７　観光インフラの整備
○観光関連施設については、長期的な視点に基づく
総合的な維持・管理計画を策定し、利便性の向上
や長寿命化に向けた改修や整備を進めます。
○2次交通の利用促進を図るため、有効な広報活動
や利便性の向上に向けた検討を行います。
○高遠「しんわの丘ローズガーデン」を含む花の丘公
園一帯を都市公園として整備します。

○全国ばら制定都市会議（ばらサミット）への加盟
を機に、計画的にバラを活用したまちづくりを推
進します。

８　魅力ある情報の発信と充実
○情報発信拠点として、各観光案内所の充実を図
り、世代を越えた幅広い層を対象とした魅力ある情
報を発信していくことにより、商品の展開、有効な販
売経路の確立を目指します。

○外国人を含め、多様な観光客のニーズに応じた
ホームページを構築するとともに、各種情報媒
体、ＳＮＳなどを効果的に活用した情報発信に努
めます。

○優れた技術を持った「高遠石工」のふるさとである
ことを広くＰＲして誘客につなげるとともに、作品を探
訪できる案内の充実を図ります。
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【第1次総合計画での主な取組】
○様 な々メディアを活用し、分かりやすい情報の提
供に努めました。
○障害者や高齢者など、情報弱者に配慮したホーム
ページを構築しました。
○移住応援や観光客の誘客、企業誘致を推進する
ため、ホームページの充実を図りました。

○「伊那市シティプロモーション戦略」を策定し、市の
内外へ魅力を発信するとともに、「定住の地」として
選ばれるまちづくりを推進しました。

○シティプロモーション動画「イーナ・ムービーズ」の制
作及び放映、移住ガイドブックの配布、地域の教科
書（141地区）の配布等を実施しました。

◆4-3-2　情報発信・シティプロモーション

【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

Ｗｅｂアクセシビリティ対応

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

公式ホームページへの
アクセス件数

Ｅ 2018
（H30）

Ｃ 2023

202333万件／月 2017
（H29）

34万件／月

ウェブサイトクオリティ
実態調査レベル

【施策分野における現状と課題】
○自治体広報は、一方的な「お知らせ型」から、「対
話型」や「協働型」のような、住民と行政とのコミュ
ニケーションツールのひとつとして機能することが求
められています。
○「居住地」として選ばれるためには、この地に暮らす
市民が、市の持つ魅力を再認識し、満足度や幸福
度を高めていくとともに、市外の人に本市の魅力を
知ってもらい、感じてもらい、親しみを抱いてもらうこ
とが重要です。

○「伝わる」情報を発信していくためには、様々
なメディアを効果的に組み合わせていく必要
があります。

○まちの魅力を発信する住民を増やし、取組が連
鎖していくような情報発信の工夫が求められてい
ます。

【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　情報発信の充実
○市民の誰もがまちづくりに関心を持ち、主役としてま
ちづくりに参加できるように、市政情報の共有化を
進めます。
○本市について知りたい情報が容易に入手できるよ
う、様々なツールを活用して情報発信を行うととも
に、お知らせしたい情報がわかりやすく伝わる運用
に努めます。
○障害者や高齢者などの情報弱者に配慮し、Ｗｅｂア
クセシビリティ（ＪＩＳ規格）に準拠した情報発信に努
めます。

２　シティプロモーションの推進
○地域を持続的に発展させるため、地域にある魅力
を洗練し、市の内外へ効果的に発信する映像や
Ｗｅｂサイト、ソーシャルメディアを利用したシティ
プロモーションを推進します。

○この地に暮らす市民が地域の魅力を再認識でき
る取組を進め、市民の誇りや郷土愛の醸成に努
めます。

○本市の新たな「ファン」を増やすため、新しい魅力
の創造に取り組みます。
○広く様々な人に本市を知ってもらうため、戦略的な
情報発信を行います。
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【第1次総合計画での主な取組】
○2015年（平成27年）10月に「日本を支えるモデル地
域構想」を掲げた「伊那市地方創生総合戦略」を
策定し、地方創生につながる取組を推進しました。
○移住・定住コーディネータによる相談窓口を設置し、
移住相談会や移住体験会を開催するなど、本市
への移住・定住を希望する者の支援に取り組みま
した。
○本市への移住・定住の促進を図るため、その受け
皿として高い意欲を有する地域を「田舎暮らしモ
デル地域」として指定し、地域、行政、民間事業
者などの協働により、移住者に対する受入体制の
整備や生活基盤の確立に向けた支援に取り組み
ました。
○都市住民を「地域おこし協力隊」として受け入れ、
地域づくり活動に従事してもらいながら、産業の振
興に向けた取組や当該地域への定住・定着を図る
取組などを推進しました。

4　交流と連携による地域の活性化

○結婚を希望する者の成婚に向け、「いなし出会い
サポートセンター」を拠点とした結婚支援に取り組
みました。
○友好都市である新宿区、会津若松市、猪苗代町、
三宅村、知立市、磐田市との交流を深めました。

○「外国人相談窓口」の設置により、外国籍市民の
相談や生活情報の提供を行いました。

○国外の友好都市である北京市通州区との交流を
図るとともに、日中友好講演会などのイベントを開催
し、市民レベルの交流の促進に努めました。

◆4-4-1　移住・定住・交流

【施策分野における現状と課題】
○地方創生においては、産学官民金言が一体となっ
て地域全体の発展につながる取組を積極的に進
め、「住みやすさ」や「働きやすさ」を実感できるまち
づくりを戦略的に進める必要があります。
○地域の持続的な発展に向け、より効果的な移住・定
住施策を推進するため、移住・定住の阻害要因の
解消を図る中で、「移住者」と「移住者を受け入れ
る社会」が調和し、共に歩んでいけるような移住促
進施策を展開していく必要があります。

○未婚化、晩婚化の進行が人口減少及び少子化の
大きな要因となっています。また、これにより将来の
社会維持が困難になることが予想されています。

○多文化共生のまちづくりに向け、幅広い分野におい
て市民レベル、民間レベルの交流へ発展させてい
く必要があります。
○インバウンドによる地域活性化やグローバル人材の
育成に向け、市民の国際理解の深化が必要です。
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移住相談・移住者数の推移
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【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　移住・定住の促進
○若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地
域経済の活性化、地域特性に即した地域課題の
解決を図り、活力ある地域社会の実現に取り組み
ます。
○居住地として選ばれる市になるため、子どもから大
人までの郷土愛の醸成を図るとともに、市外へ本市
の魅力を発信し、Ｕ・Ｉ・Ｊターンや二地域居住を促進
します。
○地域住民との協働により、移住者が移住後の地域
社会にいち早く溶け込める環境の整備及び生活
基盤確立に向けた支援を行います。
○広域交通網の整備に伴う宅地化誘導を展開し、転
入者の増加を図ります。
○企業留置や生活基盤構築への支援などを通じて
若年層の人口流出を抑制するとともに人口の流入
施策を強化し、少子高齢化や人口減少社会の進
行を緩和します。

２　交流人口の拡大
○地域資源の活用などにより、本市のファンを獲得し、
交流人口や関係人口の増加につながる事業を推
進します。
○各種スポーツ、イベント、教育・文化・芸術等の合宿
誘致について関係団体と連携しながら推進し、国
内外からの交流人口の増加を図ります。

３　結婚支援の充実
○特定の価値観等を押し付けない配慮をしつつ、若
い世代への相談業務や出会いの場の創出事業な
どを積極的に行い、結婚につながる取組を推進し
ます。
○都市部からの移住者や、地域・職場から結婚を希
望する方の掘り起しを行い、成婚につながる出会い
を提供します。

４　友好都市との交流の充実
○友好都市との幅広い交流を促進するため、市民が
交流事業に参加しやすい環境を整備するとともに、
市民の主体的な交流事業を支援します。

○地域資源を活用した交流事業により、互いの地域
の活性化につなげていきます。

５　国際交流の推進と多文化共生社会の実現
○国際交流団体等と連携し、市民と外国籍市民が相
互の生活様式や文化への理解を深める取組を行
い、共生社会の実現を目指します。
○市民の国際感覚醸成に向け、国際交流団体等と
連携して国際理解を深める機会を創出します。

○教育現場において、国際理解とコミュニケーション
能力の育成を図るため、外国語補助教諭配置など
により、外国語を通じて言語や文化について体験
的に学ぶ機会を創出します。
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【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

社会動態 △304人/年
2015
（H27）

30人/年 2023

事業を通じた結婚者数 11人／年
2014
（H26）

15人／年 2023

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

移住イベントでの相談の様子
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【第1次総合計画での主な取組】
◆広域行政◆
○上伊那地域の消防広域化を図るため、2015年
（平成27年）4月に上伊那広域消防本部が発足し
ました。
○定住自立圏構想に基づく「伊那地域定住自立圏」
の形成により、経済や生活の結びつきが強い近隣
自治体との連携を深めるとともに、中心市として多
様な都市機能の充実に努めました。

○一部事務組合や広域連合と連携して、広域的な
課題の解決に向けた取組を推進しました。

○広域的に取り組むべき課題として、地方の医師や
看護師不足の現状を踏まえた広域的な医療体制
の整備や安価で安定的な行政情報システムの構
築などを推進しました。

◆4-4-2　広域連携

◆広域交通網◆
○2017年（平成29年）9月にE19中央自動車道小黒
川スマートインターチェンジが開通し、高速道路の
利便性及びアクセス性の向上が図られました。
○伊那市、箕輪町、南箕輪村により「伊那地域定住自
立圏」を形成し、2017年度（平成29年度）から3市
町村を縦断するバス路線「伊那本線」の試験運行
を開始しました。
○国道153号伊那バイパスをはじめとする幹線道路
の整備促進を行いました。

○伊那谷自治体会議において、リニア中央新幹線の
開業に向けたＪＲ飯田線の接続新駅の設置やアク
セスの向上について検討を進めました。
○ＪＲ飯田線活性化期成同盟会により、ＪＲ東海に対し
て飯田線の運行内容の充実について要望を行い
ました。

【施策分野における現状と課題】
◆広域行政◆
○通勤・通学、通院、買い物、レジャー（教養・娯楽）な
ど、住民の日常社会生活圏は市町村の行政区域
を越えて拡大しているため、広域的に取り組む行政
課題が増えています。
○圏域内の住民に対する伊那地域定住自立圏の浸
透や施策の充実が求められています。

○一部事務組合や広域連合が行う業務は、スケール
メリットを生かしたサービスを提供できますが、組織
規模が大きく、住民にとってあまり身近な組織では
ないため、積極的に情報を公開していくことが求め
られています。

◆広域交通網◆
○産業振興、防災、救急医療体制の面からも期待の
大きい、幹線道路や市内環状道路の整備促進が
求められています。
○自動車による大都市圏との地域間交流を一層活
発にし、リニア中央新幹線の整備効果を地域振興
へつなげるため、長野県駅からの交通アクセスの
充実が求められています。

○リニア中央新幹線とＪＲ飯田線の円滑な乗換えを実
現するＪＲ飯田線への新駅設置や利用者の求める
2次交通の整備など、新たな交通システムの構築が
求められています。
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【まちづくり指標（KPI）】

まちづくり指標

市内インターチェンジ
（伊那IC及び小黒川SIC）の
１日平均利用台数（出口）

備考
（数値根拠）年度数値年度数値

現状値 目標値

定住自立圏形成協定に基づき
推進する具体的取組

4,361台
2015
（H27）

5,050台 2023

6件
2016
（H28）

8件 2023

H17交通センサスに基
づく将来推計（中日本高
速道路株式会社）

3市町村を結ぶ伊那本線

【第2次総合計画における施策と展開方針】
１　広域行政の推進
○経済や生活の結びつきが強い近隣自治体との連
携を深めながら、定住自立圏構想に基づく「伊那
地域定住自立圏」の形成に取り組み、中心市として
多様な都市機能の充実に努めるとともに、将来にわ
たり地域住民が安心して暮らせる魅力的な地域づ
くりを推進します。
○一部事務組合や広域連合の事業見直しを実施し
ながら、広域で新たに取り組むべき課題に対応でき
る組織づくりを進めます。

○リニア中央新幹線の整備効果を高める幹線道路
や市内環状道路の整備を促進することにより、地域
間交流を促進し、産業の振興を図るとともに、救急
医療体制の向上を図ります。

○地域住民やリニア中央新幹線による来訪者が求め
る2次交通や3次交通の整備など、新たな交通シス
テムの構築を進めます。

94

Ⅲ　

基
本
計
画

第
4
章　

地
域
の
個
性
と
魅
力
が
輝
く
に
ぎ
わ
い
と
活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り


